
滋賀県スポーツ少年団サッカー交流大会 U-10 2026 in希望が丘 開催要項 

 

１ 趣  旨 

     小学４年生以下の選手を対象に、将来を担う子どもたちのサッカーへの興味・関心を深め、技術の 

向上と健全な心身の育成・発達を図り、子どもたちが楽しみ、成長できるゲーム、“フェアプレー” 

や“リスペクト”の精神が育まれるゲームを行うため、８人制のサッカー大会として実施する。 

 

２ 名  称 

     滋賀県スポーツ少年団サッカー交流大会 U-10 2026 in 希望が丘  

 

３ 主  催 

     滋賀県、公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園、滋賀県スポーツ少年団 

 

４ 主  管 

     滋賀県スポーツ少年団サッカー競技育成専門部 

 

５ 日  程 

２０２６年６月２７日（土）２８日（日） ７時３０分から１６時３０分まで 

 ※ 7時から西駐車場に駐車できます。 

アップはピッチ以外の指定された場所で行うこと。  

7時 30分～      受付開始（球技場） 

8時 15分～       第 1試合開始 

 

６ 会   場    

滋賀県希望が丘文化公園 球技場 

     〒520－2321  滋賀県野洲市北桜９７８   

 

７ 参加資格 

    （１）滋賀県スポーツ少年団に登録している小学４年生以下とする。 

（２）スポーツ傷害保険に加入済みのチームで健康体であること。 

（３）保護者の同意を得ていること。 

（４）審判資格を有する者が１名以上、帯同すること。 

 

８  競技方法    

（１）規  則    全日本少年サッカー競技規則および大会特別ルールを採用する。 

         （不明な点は、本部に確認する） 

（２）試合数     

参加チーム：24チーム（各日 12チーム）の予定 

 ・できるだけ多くのチームに参加をしてもらうため２日間のうちどちらか１日で試合を行う。 

・予選リーグ戦 1チーム ２試合 トーナメント戦 1チーム ３試合の予定 

※参加申し込みチーム数に応じて変更する場合があります。 

    （３）内 容   

〇ブロック別リーグ戦（１ブロック３チーム予定） 

※ブロック別リーグ戦では勝敗が決しない場合は、引き分けとする。 

・順位の決定方法は、勝利３点、引分１点、敗戦０点の勝点により、勝点の多い順に決定 

する。なお、勝点の合計が同一の場合は、全試合の得失点差、全試合の総得点、全試合

の総失点、当該チーム同士の対戦成績（勝敗）の順に決し、なお、同一の場合は、抽選

により決定する。 

         ○決勝トーナメント 1回戦で、引分けた場合には、リーグ戦の成績を優先（勝点、得失点差 

           得点）して判断するが、同一の場合には、抽選とする。 

          ○決勝トーナメント順位決定戦は、ＰＫ戦３人とする。その後はサドンデスとする。 



（４）試合時間     

試合時間は（予選リーグ：１２分-３分-１２分 決勝トーナメント：１２分-３分-１２

分）とする。飲水タイムを採用する場合は、試合時間に含むものとする。 

予選と決勝戦１回戦までの試合の開始と終了の合図は本部で行う。 

 

（５）審 判  

①審判の割り当ては、主催者で決定（相互審判）する。第 1試合から指定するので、了承する 

こと。大会日程表の左側が前半、右側が後半とする。 

②審判服（黒色）を必ず着用すること。もしくは、本部で用意したビブスを着用すること。 

③審判の判定には、一切抗議できないこととする。 

 

      （６）試合球・ゴール   

試合球は４号球とし、少年用サッカーゴールを使用する。 

＊各チーム試合球を 1球づつ準備して試合を進めてください。 

       

（７）ピッチサイズ    

６７ｍ×４６ｍ 

 

      （８）ユニフォーム等 

①統一されたユニフォームの着用が望ましいが、ビブス着用も可とする。また対戦相手のユニ 

ホームが同系色の場合、セカンドユニホームまたはビブスを着用する。 

（ただし、ユニフォーム、ビブスとも黒色は着用しないこと。） 

②アンダー等についてはチームで統一した色であれば着用可とする。また、ストッキング等に 

ついても同色であれば可とし、ラインやマーク等は不問とする。 

 

（９）競技者の数および交代 

      ① ８人制で実施し、６人に満たない場合は試合を開始しない。試合中に怪我等による人数不足 

  により８人に満たなくなった場合には、そのまま続行する。ただし、５人以下となった場合は試 

  合を中止し、当該チームの全ての試合記録を抹消する。 

② 登録した選手全員が交代用要員となる。交代して退いた競技者は交代要員となり、再び出場 

することができる。交代の回数は制限しないこととする。 

③ フィールド競技者の交代の手続きは次の通りとする。  

ア 交代によってフィールドから退く競技者は、すみやかにフィールドの外に出る。  

イ 交代によってフィールドに入る競技者は、交代ゾーンからフィールドに入る。  

ウ 交代は、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中にかかわらず行うことができる。  

エ 交代について、主審の承認を得る必要はない。   

④ ゴールキーパーの交代手続きは次の通りとする。  

ア ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の許可を得て交代を行 

う。  

イ 交代して退くゴールキーパーは、ハーフウェラインのところからフィールドの外に出 

る。  

ウ 代わりに入るゴールキーパーは、ハーフウェラインのところからフィールドに入る 

 

    (10) 競技場内での飲水は、水に限る。（スポーツ飲料、お茶等の持ち込み厳禁） 

次の試合、5分前に準備退避場所本部前のテントエリアで待ち、前試合終了後に入場します。 

       試合後は、全てスタンド席側向かいに退出してください。一方通行でお願いします。  

 

 



１０ 表   彰    

      決勝トーナメント戦で順位を決定し、全チームに１位～１２位等までのトロフィーを授与する。 

 

１１ 個人情報   

（１）大会結果、氏名、写真等を報告書・新聞・ホームページ広報等に情報提供させていただきます。 

（２）個人情報ならびに肖像権は、参加申込みによりご承諾いただけたものとして、「(公財)滋賀県 

希望が丘文化公園個人情報保護規定」ならびに「滋賀県スポーツ少年団個人情報保護規定」に基づき、

取り扱うものとする。 

 

１２ そ の 他   

（１）当日の受付は球技場にて行う。大会プログラムは事前にお渡しします。 

    （２）大会は雨天決行とする。ただし、荒天時(暴風雨、暴風警報発令時）は中止とする。 

      その可否は、各試合日前日 17:00で 1次判断とし、その時点で中止を決定した場合は、各チームに 

メール送信するが、判断出来ない場合は、最終当日の午前７時に決定する。 

      （３）更衣はスポーツ会館を利用することができる。球技場右側更衣室は女子専用とする。 

      （４）貴重品は、各チームで保管すること。 

      （５）傷害については、応急処置は行いますが、その後は各参加団体加入傷害保険の適用とする。 

      （６）駐車料金は有料（普通車 ５００円／１日、マイクロバス １０５０円／１日）です。 

  

１３ お問い合わせ先 

    「参加申し込みに関する問い合わせ」 

滋賀県スポーツ少年団事務局 

          TEL ０７７－５２６－５５２２ （担当：清水・小沢・白石） 

          FAX ０７７－５２１－８４８４ 

mail shiga-jsc@bsn.or.jp 

「会場に関する問い合わせ」 

滋賀県希望が丘文化公園 スポーツ会館 

       TEL ０７７－５８８－３２５１ （担当：前田） 

FAX ０７７－５８８－３２５２ 

mail  kcp-sports72@kiboupark-shiga.or.jp 

    「競技・進行に関する問い合わせ」 

     滋賀県スポーツ少年団サッカー競技育成専門部        

          TEL ０９０－５１２９－８０３０ (担当：粕渕） 

Mail buchi33749@nike.eonet.ne.jp                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:kcp-sports72@kiboupark-shiga.or.jp

